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Ⅱ．滞留貸付金に関する管理事務執行状況について 

 
第１ 外部監査の概要 

１．外部監査の種類 
地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び第 2 項に基づく包括外部監査 

２．選定した特定の事件（テーマ） 
（１）外部監査の対象 

延滞貸付金に関する管理事務執行状況について 

（２）監査対象期間 
平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで 
（但し、必要に応じて過年度に遡り、また平成 16 年度予算額も参考とする。） 

３．特定の事件（テーマ）を選定した理由 
三重県においては、様々な目的の貸付を行っている。貸付が目的を果たし、かつ、

順調に回収されればなんら問題はないが、実際には延滞貸付金が存在する。金融機

関の延滞債権であれば、経済合理性にもとづき処理を進めることができるが、公共

部門での延滞貸付金は弱者救済・経済活性化の観点から、整理回収の促進の観点の

みでは済まされない問題である。しかも、貸付金の回収の成果は歳入になるので、

貸付金の回収結果が財政に与える影響は大きい。 
このような実情から判断して延滞貸付金の管理が所定の手続を経て適正に執行

されているかどうかを検討する必要があると認めた。 

４．実施した主な監査手続 
（１）各貸付金の入･出金の管理状況の検証。 

・各貸付金の入･出金の記録が、三重県の決算書と一致していることを検証した。 

・各貸付金の前年度からの繰越残高、当年度貸付額、当年度回収額、当年度不納欠損

処理額、当年度繰越残高の集計が適切になされていることを検証した。 

その他、適宜関係書類の閲覧、担当者へのヒアリングを実施した。 

（２）繰越額のうち延滞金額が平成 15 年度において合計 10,000 千円以上の貸付事業につ

いて主に以下の資料を入手し閲覧を実施した。 

実施要綱、施行規則、延滞先の融資決裁関係資料、延滞先の回収記録資料、延滞先の

訪問記録、延滞先の県における協議記録 

５．外部監査の実施期間 
平成 16 年 7 月 9 日から平成 17 年 1 月 31 日まで 
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③ 連帯保証人に対する貸付金返済の催告が僅かしか行われていないが、借受人と同様

に催告を実施していくことが望まれる。【意見】 
 連帯保証人に対して貸付金返済の催告をしている例も僅かにはあるが、全ての連

帯保証人に対して定常的に実施しているわけではない。連帯保証人に対して、貸付

金の返済を求めることは、法律上なにも問題が無く、債権回収の有効な手段である

ことから、これからは借受人とともに連帯保証人に対しても貸付金返済の催告を実

施していくことが望まれる。 

④ 現状では強制執行が実施されていないが、機動的に強制執行を実施できる判断基準

を設けることが望まれる。【意見】 
「健康福祉部未収金徴収事務の手引き」にて「悪質な債務者に対しては、必要に

応じて滞納処分または強制執行の実施を検討するものとする。」と記載されている

が、いまだかつて、一回も強制執行を実施していない。強制執行は資金を回収する

ための有効な手段であり、借入金の返済を適切に行っている誠実な債務者との公平

等を考慮して、強制執行を状況に応じて実施すべきではないかと考える。一度も返

済を行っていない債務者を「悪質な債務者」と定義するなどし、機動的に強制執行

を実施できる判断基準を設けることが望まれる。 

⑤ 金額基準などを設定し、貸付金回収の優先順位付けを行い、限られた人的資源を有

効に活用することが望まれる。【意見】 
健康福祉部では限られた人員で貸付金の滞納整理が実施されている。したがって、

効率的に債権回収業務を行わなければ効果は上がらないため、滞納整理の重点化を

図る必要がある。これには、金額基準あるいは滞納年数基準などを設定し、貸付金

回収の優先順位付けを行い、限られた人的資源を有効に活用することが望まれる。 

⑥ 今までは、時効成立以外の不納欠損処理を実施していなかったが、回収可能性の判

断について慎重を期した上で不納欠損処理を実施することが望まれる。【意見】 

 時効成立以外の不納欠損処理を今までは実施していなかった。回収可能性のきわ

めて低い所在不明者に対する貸付金を正常債権として位置づけて管理していること

は、県民に対する説明責任の観点からは不適切であり、回収可能性の判断について

慎重を期した上で不納欠損処理を実施することが望まれる。 

 
以 上 


